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令和２年度第１回秦野市入札監視委員会議事概要 

 

日 時 
令和２年７月２７日（月） 

午後２時０５分から午後４時２０分まで 

場 所 秦野市役所 本庁舎３階 ３Ａ会議室 

出席者 

委 員 荒川委員長、桑原委員、鞠山委員 

事務局 
石原部長、古谷課長、田上課長代理、金子主任主事、川﨑

主任主事 

 

１ 開 会 

 

２ 委員紹介・事務局職員紹介 

 

３ 委員長選出 

 

４ 報告事項 

 令和２年度における入札・契約制度について 

 (1) 機械警備委託業務を最低制限価格制度の適用除外とする。 

 (2) 評価項目条件付き一般競争入札を次のとおり改正した。 

  ア 平均点評価型の対象を工事成績平均７５点以上の事業者とし、７０

点を下回った者を除外する。 

  イ 最高点評価型の対象から工事成績７０点を下回った者を除外する。 

  ウ 社会貢献評価型 

   (ｱ) 社会貢献評価型（災害型） 

     名称を（災害型）から（協定型）へ変更した。 

   (ｲ) 社会貢献評価型（実働型） 

     評価対象を過去３年間の秦野市発注工事のみに変更した。 

 (3) 総合評価方式の評価対象工事を契約金額５００万円以上（税込み）に

変更した。 
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５ 議 事 

  抽出案件の審議について 

工  事 

案件番号 案件名称 

１ 令和元年度市道１８号線外６路線地点名標示板設置工事 

審議内容 

応札者が複数いるにもかかわらず、落札率が比較的高い理由を確認したい。 

回  答 

 本案件が高落札率である原因は、本市の入札制度によるものと考えられま

す。応札金額が２極化し、低い金額で応札した事業者が最低制限価格未満と

なった結果、高い金額で応札した事業者が落札した者です。ただし、発注時

期が遅いため、参加事業者が少なく二極化していることから、発注時期を早

めることで問題の発生を抑止できるとも考えています 

 委員意見等 

 発注時期が年末になると、事業者は契約締結済みの工事を抱えており、現

場代理人がいないため、入札に参加できない傾向にあります。発注時期を検

討していく必要はあります。 

 

工  事 

案件番号 案件名称 

２ 北中学校受水槽設備等更新工事（令和元年度繰越明許） 

審議内容 

５者が同一価格で応札した点について、不審点の有無を確認したい。 

回  答 

 設計金額を事前公表しており、最低制限価格が設計金額にランダム係数か

ら掛けて算出される予定価格の８５パーセントであるため、設計金額の８５

パーセント付近の金額で事業者が応札し、金額が同額になることがあり、不

審な点は見当たらないです。 

 委員意見等 

 特になし 

 

 



3 

 

工  事 

案件番号 案件名称 

３ 
 南が丘中学校昇降機設置及び受水槽設備等更新工事（令和

元年度繰越明許） 

審議内容 

応札者が複数いるにもかかわらず、落札率が比較的高い理由を確認したい。 

回  答 

 設計金額を事前公表し、本件と同様の入札参加要件で発注した場合、参加

事業者が少なく、競争性が低いことから、落札率が高い傾向にあることを事

業者が把握しているため、応札金額が高くしても落札できる可能性があると

判断し、比較的高い金額で応札したと考えられます。 

 また、１億円を超える建築工事は過去３年間の落札率が９７パーセントな

ど徐々に金額が上がっている状況にあります。 

 委員意見等 

 発注工種が建築一式ですが、管工事の建設業許可を有していれば、受水槽

の入札には参加できます。建築一式では全て下請けとなるため、分離発注を

検討してください。 

 

工  事（一者特命随意契約） 

案件番号 案件名称 

４ 
 はだの丹沢クライミングパークボルダリングウォール等設

置工事（平成３０年度繰越明許） 

審議内容 

高落札率となった理由を確認したい。 

回  答 

 予定価格の設定に当たっては、東商アソシエート株式会社の見積書を予定

価格としたため、高落札率となったと考えられるとのことでした。 

 委員意見等 

特になし 
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コンサル 

案件番号 案件名称 

５ 
 令和２年度南中学校外３校エレベーター設置工事設計委託

業務 

審議内容 

落札率が低い要因及び設計価格の設定状況を確認したい。 

回  答 

 費用のほとんどを人件費が占め、設計事務所等の規模、業務体制等により

入札額に大きな開きがあると考えられ、最低制限価格が予定価格の約４１パ

ーセントと低めに設定されたため、それに応じた落札額となりました。 

 委員意見等 

所在地要件が県内本店又は受任地となっていますが、市内事業者だけでは

必要参加数が不足するようであれば、近隣本店又は受任地の範囲で発注を検

討してください。 

 落札率が低く最低賃金を下回っていないか他市の状況等を確認し、確認す

る方法を検討してください。 
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一般委託 

案件番号 案件名称 

６ 
 秦野市立ひろはたこども園給食調理委託業務（令和元年度

債務負担行為設定）（長期継続契約） 

審議内容 

応札者が複数いるにもかかわらず、落札率が比較的高い理由を確認したい。 

回  答 

 現在、契約締結している３者から見積書を徴取し、予定価格を設定するに

当たって、金額が最も高い事業者の見積書をベースに、他２者の見積書の内

訳を参考に人件費等を調整して減額したことによるものと考えられるとのこ

とでした。 

 委員意見等 

 特になし 

 

一般委託 

案件番号 案件名称 

７ 
 令和２年度揮発性有機化合物水質検査等委託業務（単価契

約） 

審議内容 

応札者が複数いるにもかかわらず、落札率が比較的高い理由を確認したい。 

回  答 

 同種業務の受注実績がある３者から参考見積書を徴取し、その各単価の平

均を積算単価として、積算金額を算定しましたが、参考見積書を提出した２

者が参加せず、また、最も安い見積書を提出した事業者が最低制限価格未満

となり失格となり、高落札率となりました。 

 見積書は、有資格者名簿に登録がある事業者２者以上から見積書を徴取す

ることとしていますが、今後、調整していきたいと思います。 

 委員意見等 

 受注実績のある特定事業者から見積書を徴取することは、望ましくはない

と考えます。 
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一般委託 

案件番号 案件名称 

８ 
令和２年度市民税・県民税特別徴収税額決定通知書封入・封

緘委託業務（単価契約） 

審議内容 

応札者が複数いるにもかかわらず、落札率が比較的高い理由を確認したい。 

回  答 

 過去に同種業務を受注した実績がある３者から参考見積書を徴取し、中央

値の見積金額を予定価格としましたが、見積書を徴取した中央値以外の２者

は、入札に参加せず、見積金額を採用した事業者が落札したため、高落札率

となりました。 

 委員意見等 

 受注実績のある特定事業者から見積書を徴取することは、望ましくはない

と考えます。 

 

一般委託 

案件番号 案件名称 

９ 
 令和２年度秦野市環境資源センター清掃委託業務（長期継

続契約） 

審議内容 

予定価格の設定方法及び不調となった要因を確認したい。 

回  答 

 予定価格は複数の積算基準等を用いて、基準書内で見積もりとなっている

部分のみ事業者から見積書を徴取しています。 

 不調の理由は、予算査定の際に予算が削られ、業務管理費等を下げ、予算

内の執行を行えるように調整したことが原因と考えられます。 

 委員意見等 

 概要部分で誤解が起きないように記載してください。 

 

 

 



7 

 

一般委託 

案件番号 案件名称 

１０ 
 令和２年度秦野市ボトルドウォーター「おいしい秦野の

水」製造委託業務 

審議内容 

参加事業者が 1 名である理由を確認したい。 

回  答 

 年間製造量２０万本未満に対応でき、脱塩素処理を行い、採水から納品ま

で一括対応することができ、在庫が少なくなったタイミングで製造・納品

し、１回の納品を最大２万本程度とすることができる条件を満たすには、水

専用の生産ラインを有し、製造スケジュールを融通するために自己工場を持

つことが必要であるためと考えられます。 

 委員意見等 

 特になし 

 

物  品 

案件番号 案件名称 

１１ 令和２年度図書館閲覧用図書（選定用新刊案内分）の単価 

審議内容 

予定価格の設定方法等を確認したい。 

回  答 

 過去の実績から予定価格を設定しています。最低賃金の引上げや新型コロ

ナウイルス感染症の拡大による出版業界の経営不振等が重なり、予定装備率

の設定を超えたと考えられます。 

 見積書を徴取していない理由は、図書の大きさやページ数などが不透明で

あり、一律な装備率を算出することが難しいためです。 

 委員意見等 

 特になし 
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物  品 

案件番号 案件名称 

１１～１７  令和２年度秦野市立西公民館什器の購入（その１～６） 

審議内容 

 落札率が高く、４事業者が市内の事業者であり、落札状況によっては、談

合が疑われうる。 

回  答 

 設計金額を設定するに当たり、市外事業者１者から参考見積書を徴取して

いました。物品の購入に当たっては、設計金額に応じて必要とする入札参加

可能事業者数を定めており、本案件は秦野市内の事業者を対象とした入札と

なりました結果、参考見積書を徴取していた事業者が参加できなかったこと

によって、市内事業者のみの参加となり、予算の削減によって、設計金額が

低くなり、高落札率となったものと考えられます。 

 委員意見等 

 特になし 

 

６ その他 

 決定事項等 

 次回、第２回は１０月２６日（月）に開催予定とする。 

 

７ 閉 会 


